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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本鉄道

車輌工業会(JARI)及び財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これ

によって，JIS E 4025:2001 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 E 4025：2009 

 

鉄道車両－車外騒音の測定方法 
Rolling stock-Acoustics-Measurement of noise emitted by railbound 

vehicles 
 

序文 

この規格は，2005 年に第 2 版として発行された ISO 3095 を基に作成した日本工業規格であるが，我が

国における車外騒音測定の現状に対応するため，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格にない又は変更している事項であり，

附属書 JA 及び附属書 JB は対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて，附属書

JC に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，運転中の鉄道車両から発生する騒音の大きさ及びスペクトルについての比較可能な測定方

法について規定する。 

この規格は，次の試験に適用する。 

－ 騒音特性試験 

－ 定期的なモニタリング試験 

試験結果を，次のように用いてもよい。 

－ 供試車両が発生する騒音を特徴付けるため。 

－ 特定の軌道区間を走行する種々の車両が発生する騒音を比較するため。 

－ 車両の基礎的な音源データの収集のため。 

この規格は，鉄道車両から発生する騒音による鉄道沿線に対する環境騒音の測定方法には適用しない。

ただし，附属書 JB の中には，参考として環境騒音を測定する場合のマイクロホンの位置を例示している。 

この規格で規定する試験手順に従い，JIS C 1509-1 に規定するクラス 1 の測定器を用いて行う試験は，

ISO 12001 で定義される±2 dB の精度をもつ実用級の試験であり，騒音表示用として適するものである。 

加速試験及び減速試験のために規定された手順は，簡易級である。 

注記 1 この規格は車両の騒音発生を特徴付けるための規格であるが，車輪及びレールとの転動騒音

は重要で，ときに支配的な騒音要因を含んでいる。 

注記 2 この規格は，鉄道車両から発生する騒音の，再現可能で比較可能な測定結果を得るための条

件を規定している。規定された方法は，日常の運行での騒音発生をモニタするために使用さ

れる場合がある。この場合，軌道及び車両の条件は，この規格に規定された必要条件を満た

す必要はない。したがって，そのような試験の結果は特別の状況に限定して表記している。 

注記 3 参考文献に掲げる ISO 12001 では，騒音測定方法をその精度で grade 1 (precision)，grade 2 

(engineering) 及び grade 3 (survey)の 3 段階に分類し，個別の騒音測定方法の規格では，それ


